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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勿論法圏学的に問題となり，その事実が明らかとなれ

　　　　　まえがき　　　　　　　　　　　　　　ば，看護上の不注意の点が法的に追及される結果とな

　気管内異物は，臨床面では内科，外科，小児科，耳　　　る。

鼻咽喉科等で，異物を吸入してしまつた患者の生命を　　　　この外に，法医学的重要意味をもつ所見としての間

救う事で問題になる外，何かの疾病で吐1血してそれを　　　題がある。

誤つて吸引してしまつたりという風な事態が時にある　　　　その一っは火事場に発見された死体についての場合

ようだが，法医学的見地から見ると，それらによる状　　　である。火事の際に発生されるCOの問題があるが，

態の外に，死体解剖の際死因と直結した所見として気　　　これはこの際さておくとして，火災時の煤煙について

管内異物が検査される場合がよくあるものである。後　　考えてみよう。御承知の通り一一・般の火災では当然多数

者の意味での所見について1～2の事例を写真を附し　　の煤煙が空気中に浮遊するはずであり，もしその中に

て報告して，大方の参考に供したいと思う。　　　　　　生きた人問が存在していれば，その人は当然呼吸めた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　びに，この煤煙に充ちた空気を吸引する事となり，粘
　　　気管内異物の法医学的意義　　　　　　　　　　液で覆われた気管内面に附着する事になる。それも一

　この範囲に属するもので，勿論臨床上にも大いに参　　　寸した量であれば，喀出されるが，多量のものが毎回

考となる異物吸引による死亡がある。今でも子供がゴ　　　吸引されて来ては，たまつたものではない。そこで気

ム製品をいたずらしていて誤つて飲み込んでしまつた　　　道内にだんだんこれが蓄積されて来て，普通の場合肉

例というのは案外ある。コンドームを風船代りにして　　　眼で明らかにそれと判る程になる。一方死体であれば

遊んでいて誤つて飲み込んでしまい，口の部分が声門　　　呼吸を當まないから，煤煙の吸引が行われないから当

にひつかNり，他の部分は気管内に侵入して窒息死し　　然この所見がない。従つて，この所見によつて生前火

た子供の症例の報告がある。この様に過失による異物　　　災の影響を充分にこおむつたものか，死後に火災に会

吸引例は，臨床誌を見れば多数の報告があり，各位も　　ったものか，現実的に衷現すれば，火寮で煙にまかれ

この様な患者を経験された方々が多いと思う。　　　　　　て死んだのか，死体を火災で貌いたのかの別が判然と

　この外病気で臥床している人が，嚥下力の低下，神　　　する。

経反射の鈍化等の理由で食物等を誤飲して気管内に充　　　　次には溺死体にっいての問題がある。溺死とは，液

満させてしまい窒息死した報告も多い。この様な例は　　　体が気道を閉鎖して窒息死したものを言うのである
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が，そうなると水中で見っかつた死体が，本当に水を

飲んで窒息死したものか・死体を投水したものかの判．　　　写真　1

断がどうしても必要となつて来る。その各例によつ

て，殺人被疑事件となつたり，事故，災害，過失死又

は自殺となつたり，後の法的取扱いが全く異つて来る

からである。併し水を証明する事は非常に難しい問題

である。この場合には，自然は我々に次の如き幸いを

与えている。恐らくどんな水でも，普通に見られる水

中にプラソクトンの発見出来ないものはない。そこで

我々は水そのものの代りに，その内に毎常見出される

プラントソを証明する事によって水の侵入を確認す

る。（この事については既に本誌8（2），p．152に

述べてある。）

　併し，水があまりきれいでなく，肉眼でも判る程の

物体で洞濁している場合には，前述煤煙と同じ様な所

見が確認出来る筈である。

　この様な点に於て死体の気道内の異物はどんな徴少

なものでも見逃しえないのが，法医学に要求される立

場である。

　以下，気道内異物例の写真を供覧して説明を加え，

大方の御注意を喚起したい。

事件写真とその説明

　　写真　1

　本例は・昭和35年・高瀬川大増水後・河床に発見さ　　　　　写真　ll

れた男性屍に見られた異物の写真である。解剖所見，

プラソクトソ検査等からその死因は溺死と断じえたも

のである。

　写真はその死体の咽頭喉頭附近を示したものである　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．

が，内献灰色の附渤が見られるが，・れは，魂　　軸嘱　 ．　　　　1㌻
岩石の細片された小片である事が判り，更にその表面　　　　　　　　　，　　・　　　　　、　　r・

の角度が非常に鋭であり，大きさは米粒大前後のもの

が多数に見られた。この異物は気管内壁面にも多数見　　　　　　　　　　　繋

られた。この異物は高瀬川の死体発見現場附近にも同　　　　　　　　　　　　。　　　　、』，

様のものが多数親られ，灘後の新しい岩石細片で @　　難t／”軟ある事棚らかであり・他殺でない事も・髄面力’ら @　　藩畢峯購判明した事例である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　躯、磯　　　，．　　。、削

　　顎・一・vr　　　　　　、欝蹴　tt・1・　隠v
発醗騨簾ら麟寝盤繕嵩畢勲　　彗圏　、轟
灘暴鞭｛繋1灘／jU　M，iii，．ii，，ii・”i・iies

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臨　　　t・　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆　　　　／t・tt

ある事が判った。

　又この煤煙を流水で丁寧に洗い去つて粘膜面を露出
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顯皿．　　　　層　　　写真y

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

1　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　’

写真W　　　　　　　　　　　　　　　写真11
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してみると夫々，写真皿，Vの如き所見を示してい　　　は，煤煙による物理化学的刺戟と，熱による直接刺戟

た。粘膜面は血管の充盈が強い外は，損物ぱなかつた　　　とにより生起されたものと考えられる。

が写真に見られる通り半米粒大以下の大きさの浴血点　　　　以上の外，本屍深部血管系内血液から飽和に近い一

（写真黒点の部）が多発している。殊に気道上部にそ　　　酸化炭素が確認され，中毒による死亡であり，焼死で

の密集度が高く下行するに従つて軽度となっている。　　　ない事が明らかとなつた。

　温血点は，法医解剖学上重大な所見を示す事は周知

の轄であるが，a・の経験上，気灘i膜に，これら　　　むすび

の如く多発する所見は殆ど他に見られない。絞頸で　　　　法医解剖学的には，臨床的意義の外に，気道内異物

も頸部に直接暴力が作用しても，気管粘膜には盗血点　　　は重大な意義をもつている事を写真によつて解説し

の見られないのが普通である。本專例では，この所見　　　た。


